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一　

概
説

　

１　

改
正
の
成
立
経
緯

　
　
�
　

世
界
知
的
所
有
権
機
関
（
以
下
「
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
知
的
所
有
権
（
工
業
所
有
権
及
び
著
作
権
等
）
の
全
世
界
に
わ
た
る
保
護
の
促
進
及
び
関

係
諸
同
盟
（
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
パ
リ
同
盟
、
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
同
盟
等
）
の
管
理
に
関
す
る
協
力
の
確

保
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
四
十
二
年
（
千
九
百
六
十
七
年
）
に
作
成
さ
れ
た
世
界
知
的
所
有
権
機
関
設
立
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き

昭
和
四
十
五
年
（
千
九
百
七
十
年
）
に
設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
あ
る
。
我
が
国
は
、
昭
和
五
十
年
（
千
九
百
七
十
五
年
）
に
同
条
約
を
締

結
し
た
。
機
関
の
加
盟
国
は
、
本
年
二
月
十
五
日
現
在
、
百
七
十
八
箇
国
に
達
し
て
い
る
。

　
　
�
　

機
関
事
務
局
長
（
以
下
「
事
務
局
長
」
と
い
う
。
）
は
、
機
関
を
代
表
し
、
事
業
計
画
案
及
び
予
算
案
等
を
作
成
す
る
等
の
任
務
を
負
う
が
、
そ
の
任

期
に
つ
い
て
は
、
六
年
以
上
の
一
定
期
間
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
定
の
任
期
を
も
っ
て
引
き
続
き
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
、

機
関
の
一
般
総
会
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
�
　

平
成
十
年
（
千
九
百
九
十
八
年
）
九
月
、
機
関
の
最
高
の
内
部
機
関
で
あ
る
一
般
総
会
は
、
事
務
局
長
の
任
期
に
つ
い
て
任
期
を
六
年
と
し
た
上
で
二

期
限
り
と
し
及
び
こ
れ
を
条
約
の
改
正
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
旨
の
決
議
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
平
成
十
一
年
（
千
九
百
九
十
九
年
）
九
月
に
開
催
さ

れ
た
第
十
七
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
事
務
局
長
の
任
期
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
改
正
案
が
採
択
さ
れ
た
。

　

２　

改
正
の
受
諾
の
意
義

　
　
　

こ
の
改
正
は
、
事
務
局
長
の
任
期
を
制
限
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
改
正
を
受
諾
し
て
そ
の
早
期
発
効
に
寄
与
す
る
こ
と

は
、
機
関
の
運
営
の
円
滑
化
に
貢
献
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

３　

改
正
の
受
諾
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

　
　
　

こ
の
改
正
の
受
諾
に
よ
り
新
た
な
措
置
を
と
る
義
務
は
生
じ
な
い
。

　

４　

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

　
　
　

こ
の
改
正
は
、
機
関
の
運
営
を
円
滑
化
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
機
関
を
通
じ
て
知
的
所
有
権
保
護
の
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
を
推
進
し
、

当
該
分
野
の
更
な
る
発
展
に
貢
献
す
る
と
の
見
地
か
ら
、
我
が
国
が
こ
の
改
正
を
早
期
に
受
諾
し
て
そ
の
早
期
発
効
に
貢
献
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

一



二　

改
正
の
内
容

　
　

こ
の
改
正
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
事
務
局
長
の
任
期
は
、
六
年
に
固
定
さ
れ
、
六
年
の
任
期
を
も
っ
て
一
回
に
限
り
再
任
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
る
。

 
三　

改
正
の
効
力
発
生

　
　

こ
の
改
正
は
、
条
約
第
十
七
条�
の
規
定
に
基
づ
き
、
締
約
国
会
議
が
改
正
を
採
択
し
た
時
に
改
正
の
提
案
に
つ
い
て
投
票
権
を
有
し
て
い
た
機
関
の
加
盟

国
の
四
分
の
三
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
受
諾
の
通
告
を
事
務
局
長
が
受
領
し
た
後
一
箇
月
で
す
べ
て
の
加
盟
国
に
つ
い
て
効

力
を
生
ず
る
。

四　

改
正
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

　
　

こ
の
改
正
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

二

改　
　

正　
　

後

　
　
　
　

第
九
条　

国
際
事
務
局

�
　

事
務
局
長
は
、
六
年
の
任
期
を
も
つ
て
任
命
さ
れ
る
。
事
務
局
長
は
、

六
年
の
任
期
を
も
つ
て
一
回
に
限
り
引
き
続
き
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
任
命
に
関
す
る
そ
の
他
の
す
べ
て
の
条
件
は
、
一
般
総
会
が
定

め
る
。

改　
　

正　
　

前

　
　
　
　

第
九
条　

国
際
事
務
局

�
　

事
務
局
長
は
、
一
定
の
任
期
を
も
つ
て
任
命
さ
れ
る
も
の
と
し
、
そ

の
任
期
は
、
六
年
以
上
と
す
る
。
事
務
局
長
は
、
一
定
の
任
期
を
も
つ

て
引
き
続
き
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
初
の
任
期
及
び
そ
の
後

の
任
期
並
び
に
任
命
に
関
す
る
そ
の
他
の
す
べ
て
の
条
件
は
、
一
般
総

会
が
定
め
る
。
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作
成　

平
成
十
一
年
九
月
二
十
四
日　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
採
択

２　

効
力
発
生　

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
現
在　

未
発
効

３　

締
約
国　

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
現
在　

三
十
七
箇
国

　
　

ア
ン
ド
ラ
、
ベ
ナ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
、
カ
ナ
ダ
、
チ
リ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ
ニ
カ
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
グ
ァ
テ
マ

ラ
、
イ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ジ
ョ
ル
ダ
ン
、
大
韓
民
国
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
和
国
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
モ
ー
リ
シ
ァ
ス
、
モ
ル

ド
ヴ
ァ
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
朝
鮮
（
＊
）
、
パ
ナ
マ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
セ
ン
ト
・
ル
シ
ア
、
サ
ウ
デ
ィ
・
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
ス
ロ

ヴ
ェ
ニ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
・
ラ
ン
カ
、
ス
イ
ス
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
タ
イ
、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム

　
　

（
＊　

我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）

三


